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Ａ. 研究目的 

障害者自立支援法が改正され「障がい者制度

改革推進本部等における検討を踏まえて障害

者等の地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律」が成立したことで、平成２

４年から障害児福祉サービスの仕組みが大き

く変わった。特に障害児通所支援事業所の数・

設置率は拡大している一方、サービス内容が事

業所の裁量に任されてきたこともあり、事業所

間での支援の質の格差が大きいことが問題と

なっている。 

他方で国際的には神経発達症のある幼児お

よび学齢期の児童に対して、有効性を示す介入

技法のエビデンスが集積しつつある。具体的に

は取り分け TEACCH Autism program（以下，

TEACCH）や応用行動分析（Applied Behavior 

Analysis，以下 ABA）およびそれを基本にした

Picture Exchange Communication System（以

下、PECS）、ペアレントトレーニングなどと

いったプログラムである。 

【研究要旨】 
 近年、障害児通所支援事業所の数・設置率は拡大している一方、サービス内容が事業所の裁

量に任されてきたこともあり、事業所間での支援の質の格差が大きいことが問題となってい

る。世界的には神経発達症のある幼児および学齢期の児童に対して、有効性を示す介入技法の

エビデンスが集積しつつある。本研究では事業所においてこれら有効性が確認されているプロ

グラムがどの程度参考にされているか、また事業所においてこうしたプログラムを導入するこ

とを阻害する因子は何かを調査した。 

障害児通所支援事業所で勤務している支援員 38名に、特定のプログラムを実施するに至っ

た経緯や実施した理由、実施するための取り組みや工夫、対象者の選定、他のプログラムある

いはいずれのプログラムも実施しない理由などを質問法にて調査した。 

多くの障害児通所支援事業所では、一人一人の児に対して、集団活動のみならず個別に対応

する時間を設けているが、その対応の技法には、有効性が実証されているプログラムより、独

自の経験・理論に基づくプログラムが実施されている場合が多いことがわかった。他方で有効

性が実証されているプログラムなどを参考にしたいが職員に知識や経験不足が存在し、実施の

妨げとなっているケースも多くみられた。また実施するとしても職員研修等に困難さがあり、

その背景には研修が職員個人に任され、費用・時間等の個人負担がプログラム実施の阻害要因

のひとつになっているということが示唆された。事業所としても、より質の高いサービス提供

ができるようになるような制度面への改善を求める回答も多く存在した。 
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こうした有効な介入方法が明らかとなりつ

つある現状にも関わらず、事業所間での支援の

質の格差が大きい状況にあるため、本研究では

事業所においてこれら有効性が確認されてい

るプログラムがどの程度参考にされているか、

また事業所においてこうしたプログラムを導

入することを阻害する因子は何かを調査した。 

 
Ｂ．研究方法 

障害児通所支援事業所で勤務している支援

員 38 名に、特定のプログラムを実施するに至

った経緯や実施した理由、実施するための取

り組みや工夫、対象者の選定、他のプログラ

ムあるいはいずれのプログラムも実施しない

理由などを質問法にて調査した。 

 

倫理的配慮 

本研究の実施に際して、大正大学の研究倫

理委員会の承認を得て、それに則り実施して

いる。参加者からは文書にて説明と同意の取

得を行なった。 

  

 

図 1. 施設に対する利用者の支援ニーズ 

対象者 

 対象者 38名のうち 3名は事業所の経営者、16名

は児童発達管理責任者であった。他は 1 名の非常

勤職員を除き、全員が常勤職員であった。また回答

者のうち 19 名は児童福祉領域での勤務経験が 10

年以上であった。 

 勤務施設は幼児期のみを対象とした施設で働い

ているものは 8 名、学齢期のみを対象とした施設

で働いているものは 11名、両方を対象とした施設

で働いているものは 19名であった。いずれも対象

の障害は神経発達症で、うち半数の 19名は身体障

害のある児童も対象としている施設で働いていた。

さらに被虐待児を対象としている施設のものも 14

名いた。またいずれも通所施設であった。 

 回答者の保有する資格は保育士が最も多く14名、

幼稚園教諭 8名、教員免許 7名であった。その他、

作業療法士を 4 名、言語聴覚士を 3 名、特別支援

学校教諭免許を 1 名が保有していた。TEACCH 

Autism Program、 Applied Behavior Analysis 

Programs などの公式なライセンス、自閉症スペク

トラム学会の自閉症スペクトラム支援士などを保

有しているものはいなかった。1名は日本音楽療法

学会の音楽療法士の資格を保有していた。 
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Ｃ．研究結果 

1. 対象者の支援ニーズ（図 1） 

 利用児童に対する支援のニーズとして最も多か

ったものは発達の維持・促進であり 21名（55.3%）

で、身辺自立などを含む生活技能の維持・向上 19

名（50.0%）、対人関係技能などの社会技能の維持・

向上 14 名（36.8%）、コミュニケーション機能の

維持・向上 14名（36.8%）がその後多かった。知能

や認知機能の維持・向上としたものが8名（21.1%）

おり、その他、運動機能の維持・向上、問題となる

行動の軽減、安全に過ごすとしたものがそれぞれ

６名（15.8%）みられた（重複あり）。 

 

2. 子どもに実施している支援プログラム 

 子どもに対するプログラムを実施するための設

定であるが、1対 1での指導場面を設けていると回

答したものは 35名で 92.1%であった。全体の活動

に対する 1 対 1 の活動の時間の割合は、２割程度

が最も多く（13 名、34.2%）、３割程度（10 名、

26.3%）が次に多かった。1対 1での活動のみと回

答したものも１名（2.6%）みられた。 

 

図 2. プログラム全体における 1対 1の割合 

 

 

2-1. 集団での活動（図 3） 

 集団での活動において参考にしているプログラ

ムがないと回答したものは 1 対 1 での活動のみと

回答した１名を除く 37名のうち 16名（43.2%）で

あった。そのうち 10名は独自のプログラムを実施

していると回答し、6名はプログラムはないと回答

した。 

プログラムはないと回答した 6 名のうち 4 名は

参考にしたいプログラムがあるが実施できていな

いと回答した。参考にしたいプログラムは 2 名が

ソーシャルスキルトレーニング、1名が認知行動療

法と回答した。実施できていない理由は、職員の知

識・経験不足といずれもが回答した。 

集団活動において参考にしているプログラムが

あると回答した 21名のうち、13 名（61.9%）は感

覚統合と回答し最も多かった。それに次いで

TEACCHが 10名（47.6%）、ソーシャルスキルトレ

ーニング 9名（42.9%）、運動療法 6名（28.6%）、

ABA5名（23.8%）、PECS4名（19.0%）、音楽療法と

コミュニケーション指導がそれぞれ 2 名（9.5%）

であった。神経発達症児への介入効果のエビデン

スのあるプログラムである TEACCH 、ABA、PECSの

いずれかあるいは複数を行なっていると回答した

ものは 11名（29.7%）であった。 

支援ニーズと支援プログラムの関係では、発達

の維持・促進をあげているものでとそうでないも

のとで比較すると、あげているものでは PECS

（15.0% vs 5.9%）、ソーシャルスキルトレーニン

グ（35.0% vs 11.8%）、感覚統合（45.0% vs 23.5%）

が多かった。一方、TEACCH、ABAは両者で同程度で

あった。 

身辺自立などを含む生活技能の維持・向上をあ

げているものにおいては、TEACCH（38.9% vs 15.8%）、

ABA（22.2% vs 5.3%）を実施しているものが多く、

他はいずれもあげていないものと同等か、むしろ

あげていないものの方が多かった。 

また対人関係技能などの社会技能の維持・向上
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をあげているものにおいては、特別にそのもので

採用していることが多いプログラムはみられなか

った。 

コミュニケーション機能の維持・向上をあげた

ものにおいては TEACCH（57.1% vs 8.7%）、ABA

（21.4% vs 8.7%）、PECS（21.4% vs 4.3%）、運動

療法（28.6% vs 8.7%）を採用しているものが多か

った。 

問題となる行動をあげているものにおいては

PECSを採用しているものが多く（14.3% vs 8.7%）、

TEACCHは同等かやや多め（33.3% vs 25.9%）であ

った。他のプログラムは採用されていない場合が

圧倒的に多かった。 

 

2-2. 1対 1での活動（図 3） 

 38 名中、集団での活動しかなく、1 対 1 の活動

がないと回答したのは 3名（7.9%）であり、他方、

1対 1での活動のみと回答したものは 1名（2.6%）

であった。 

 1 対 1 での活動において参考にしているプログ

ラムがないと回答したものは、集団での活動のみ

と回答した 3名を除いた 35名中 12名（34.3%）で

あり、そのうち半数の 6 名は独自のプログラムを

実施していると回答した。残りの 6 名のうち、参

いと回答したものは 4 名であった。その理由とし

て職員の知識・経験不足と人手不足をあげたもの

がそれぞれ 1名ずつであった。 

 

 1 対 1 での活動において最も多く取り入れられ

ているプログラムは感覚統合で 12 名（34.3%）で

あった。また同様に TEACCHも 11名（31.4%）と多

かった。これらに次いでソーシャルスキルトレー

ニング 8名（22.9%）、PECS6名（17.1%）、ABA5名

（14.3%）であった。神経発達症児への介入効果の

エビデンスのあるプログラムである TEACCH 、ABA、

PECS のいずれかあるいは複数を行なっていると回

答したものは 13名（37.1%）であった。1対 1での

活動のみと回答したものが採用しているプログラ

ムは感覚統合であった。 

支援ニーズと支援プログラムの関係では、発達

の維持・促進をあげているものでとそうでないも

のとで比較すると、あげているものでは PECS

（26.3% vs 6.3%）、感覚統合（47.4% vs 18.8%）、

ソーシャルスキルトレーニング（36.8% vs 6.3%）

を採用しているものが多く、TEACCH、ABAはあげて

いるものとあげていないものとで同程度であった。 

図 3. 活動において参考にしているプログラム 
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身辺自立などを含む生活技能の維持・向上をあ

げているものにおいては、TEACCH（44.4% vs 17.6%）、

ABA（21.1% vs 6.3%）を実施しているものが多く、

他はいずれもあげていないものと同等か、むしろ

あげていないものの方が多かった。 

また対人関係技能などの社会技能の維持・向上

をあげているものにおいては、特別にそのもので

採用していることが多いプログラムはみられなか

った。 

コミュニケーション機能の維持・向上をあげた

ものにおいては TEACCH（66.7% vs 13.0%）、ABA

（25.0% vs 8.7%）を採用しているものが多かった。 

問題となる行動をあげているものにおいては

TEACCHがやや多め（40.0% vs 30.0%）であった。

他のプログラムは採用されていない場合が圧倒的

に多かった。 

 

3. 保護者に実施している支援プログラム 

 保護者に提供しているサービスに関して、ない

と回答したものは 38名中 4名（10.5%）であった。

最も多かったのは定期の個別相談で26名（68.4%）、

続いて、勉強会 14名（36.8%）であった。ペアレン

トトレーニングを実施していると回答したものは

12 名で 31.6%であった。その他、定期の集団での

相談会 9名（23.7%）、家庭訪問 8名（21.0%）であ

った。提供しているサービスがないと回答した4名

中、その理由を職員の知識・経験不足と回答したも

のは 2名であった。 

 

 家族へのサービスを実施している月当たりの時

間数は、１家族当たり平均で、ペアレントトレーニ

ングが 1.7 時間、定期の個別相談が 1.2 時間、集

団での相談会が 1.2 時間、家庭訪問が 0.5 時間、

勉強会が 0.5 時間であった。その他も含め、合計

は平均で 5.0時間であった。 

 ペアレントトレーニングを行なっているもので、

利用者の支援ニーズとして問題となる行動をあげ

たものはいなかった。反対に問題となる行動をあ

げたもので、特別多く採用されている保護者向け

のプログラムもなかった。 

 

4. プログラム実施を阻害している要因 

 集団あるいは 1対 1での活動において、TEACCH、

ABA、PECSといった有効性が示されているプログラ

ムを採用する上での困難さに関して、いずれのプ

ログラムも職員への教育の困難さ（TEACCH9名中 4

名、ABA2 名中 2 名、PECS7 名中 3 名）をあげてい

た。また PECSに関しては実践自体の困難さ（7名
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中 2名）、TEACCHと ABAに関してはスーパービジ

ョンを受けることができない（うまくいかなかっ

たときに相談できる先がない）があがっていた（そ

れぞれ 9名中 1名、2名中 1名）。さらに事業所で

実践をしたとしても、家庭や他への汎化の困難さ

を TEACCHでは 9名中 4名が、PECSでは 7名中 3名

があげていた。 

 また支援プログラムに関して、職場内研修があ

ると回答したものは 38 名中 5 名（13.2%）であっ

た。また外部での研修に参加する際に代休を取得

できたり費用を職場で負担してくれると回答した

ものは 4名（10.5%）であった。他は自己負担で研

修に参加している、仕事の休みの日を利用して参

加しているなどの回答が多くみられた。研修が遠

方であったり高額であるなどの理由から書籍を読

んで技能を習得していると回答したものも 3 名

（7.9%）、外部研修は無料のものを選んで参加して

いると回答したものが 1 名（2.6%）存在した。研

修へのニーズを感じない、外部の研修の情報がな

いと回答したものもそれぞれ 1 名（2.6%）ずつみ

られた。 

 さらに問題点としてお預かりの制度と、発達支

援の制度とを分けた評価や仕組みを希望する、家

族支援を行っている事業所に対してもっと高い評

価を希望する、家庭支援や保護者支援がもっと上

手く行くような制度や仕組みを希望するとした制

度面への要望、また経営と人手の問題、支援の質を

充実させていくことを進めて行きたいが、小さな

事業所独自でそれを考え、進めていくことはとて

も難しく、限界があるとの意見も複数存在した。そ

の他、教育機関との連携をもっと図れるようにな

ると良い、家庭との連携をもっと図れるようにな

ると良い、関係機関との連携を深めたいとの意見

もみられた。 

 

Ｄ．考察 

 本調査研究においては、全国の障害児通所支援

事業所で実践されている支援プログラムの実態

を調査したり、有効性が実証されているプログラ

ムの実施を促進・阻害する因子を、当該施設で勤

務する支援員への質問紙調査にて調べた。 

全体のうち 92.1%のものが集団での活動のみな

らず 1対 1での活動を行なっており、60.5%のもの

が活動全体の 2〜3 割の時間が 1 対 1 での活動で

あるとのことであった。したがって多くのものが

利用児童の個別性を尊重して対応していること

が示唆された。 

他方、介入技法に関してである。神経発達症児

への介入効果のエビデンスのあるプログラムであ

る TEACCH 、ABA、PECSのいずれかあるいは複数を

行なっていると回答したものは集団活動の場面に

おいては 29.7%、1対 1での活動の場面においては

37.1%であった。一方で、参考にしているプログラ

ムがないと回答したものは集団活動の場面におい

ては 43.2%で、そのうち 62.5%は独自のプログラム

であった。また 1 対 1 の活動の場面においては

34.3%が参考にしているプログラムがないと回答

し、そのうちの 50.0%は独自のプログラムを行なっ

ていた。つまり 6〜7割のものが介入効果のエビデ

ンスがあるプログラムを参考にしておらず、その

半数程度が参考にしているプログラムはないと回

答した。さらにそのうち 5〜6割程度のものは独自

のプログラムを実施しているということであった。 

一部支援ニーズによっては特定のプログラムが

選択されやすい傾向がみられた。具体的には、発達

の維持・促進に対しては PECS、ソーシャルスキル

トレーニング、感覚統合が採用されやすく、身辺自

立などを含む生活技能の維持・向上およびコミュ

ニケーション機能の維持・向上に対しては TEACCH、

ABAが、また問題となる行動に対しては TEACCHが
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採用されやすい傾向が示された。 

これらのことから、障害児通所支援事業所にお

いては、利用児童の個別性を尊重し対応している

ものの、未だ根拠のあるプログラムより独自施設

の経験則に基づくやり方を採用しているところ

が多く存在すること、生活技能の維持・向上およ

びコミュニケーション機能の維持・向上などの特

定のニーズに対しては TEACCHや ABAが参考にされ

やすいことがわかった。また参考にしているプロ

グラムはないと回答したものの、参考にしたいプ

ログラムはあり、職員の知識・経験不足から実施

できていないと回答したものも多く存在した。 

 有効性が実証されているプログラムの実施を

阻害する要因としても、教育の困難さ、実践自体

の困難さ、実施したとしてもスーパービジョンを

受けることができないということがあがっていた。

さらに事業所で実践をしたとしても、家庭や他へ

の汎化の困難さを半数近いものがあげていた。 

 こうした問題が生じる背景には各事業所におけ

る内部研修の実施や外部研修などに対するサポー

ト体制の違いが挙げられる。神経発達症に関して、

あるいはその支援に関しての職場内研修が実施さ

れている事業所は 13.2%に留まる。外部研修に関し

ても 10.5%の事業所は、研修に参加する際に代休を

取得できたり費用を職場で負担してくれると回答

したが、他は自己負担で研修に参加したり、仕事の

休みの日を利用して参加している状況である。そ

のため、無料の外部研修のみ参加している、研修に

は参加せず書籍で対応しているなどの状況にある

ものも存在した。事業所としても支援の質の向上

をはかりたいが経営とマンパワーとの関係から、

支援や支援者への教育に十分に費用や時間をかけ

られない現状があるとの内容の回答も非常に多く

みられた。 

 今回の調査ではその趣旨を理解し参加の同意を

表明したものに対して実施している。したがって

支援に対して積極的に各種プログラムの実施を取

り組んでいるものがより多く参加した可能性があ

る。したがってサンプリングバイアスが存在し、支

援や各種プログラムの活用に消極的なものは参加

していない可能性がある。したがって潜在的には

参考にしているプログラムがないものの割合がも

っと多い可能性がある。また各種プログラムを参

考にしているかを評価したが、参考にしていると

いう程度も一様ではない。実際プログラムの効果

が発揮される水準で行われているのか、プログラ

ムの実施の水準を評価する必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 本調査から、多くの障害児通所支援事業所では、

一人一人の児に対して、集団活動のみならず個別

に対応する時間を設けているが、その対応の技法

には、有効性が実証されているプログラムより、

独自の経験・理論に基づくプログラムが実施され

ている場合が多いことがわかった。他方で有効性

が実証されているプログラムなどを参考にした

いが職員に知識や経験不足が存在し、実施の妨げ

となっているケースも多くみられた。また実施す

るとしても職員研修等に困難さがあり、その背景

には研修が職員個人に任され、費用・時間等の個

人負担がプログラム実施の阻害要因のひとつに

なっているということが示唆された。事業所とし

ても、より質の高いサービス提供ができるように

なるような制度面への改善を求める回答も多く

存在した。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

 なし 
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2.  学会発表 

 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3. その他 

なし 
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